
大師地区複合施設整備等事業モニタリング支援業務委託 仕様書 

 

１ 業務名 

大師地区複合施設の整備等事業モニタリング支援業務委託 

 

２ 目的 

本業務は、令和４年８月に策定した「大師地区複合施設・田島地区複合施設 整

備・運営基本計画」に基づき、令和６年１１月に選定した民間事業者が、令和７年３

月に締結する事業契約等に基づき大師地区複合施設整備等事業を実施するにあたり、

民間事業者が実施する各種業務等に対し、市が実施するモニタリング等を支援するこ

とを目的とする。 

 

３ 履行場所 

川崎市市民文化局区政推進課ほか 

 

４ 委託期間 

契約締結日から令和９年１２月１５日まで 

 

５ 業務に必要な人員及び有資格者等 

委託業務を適正に行うため、下記の有資格者を配置するものとする。 

①一級建築士 

 

６ 業務内容 

(1)施設性能確認計画書の確認支援【令和７年度】 

民間事業者が作成する「施設性能確認計画書」について、要求水準書と提案書を踏

まえ、整合性及び確認方法等について、市が承諾を行うための確認を支援する。 

なお、基本設計終了時、実施設計終了時、建設工事着手時、その他業務進捗に応じ

適宜見直された施設性能計画書については、(2)に掲げるモニタリング支援業務にお

いて適宜実施するものとする。 

 

(2)施設整備事業管理業務に関するモニタリング支援【令和７～９年度】 

民間事業者から提出される以下の書類等に係る市が行うモニタリングについて確認

の支援を行い、疑義の発生した事項について助言・意見等をまとめ市に報告する。 

①施設整備事業管理計画書 

②施設整備事業費内訳書 

③進捗状況報告書 

④施設性能確認計画書（基本設計終了時、実施設計終了時、解体撤去工事着手時、

建設工事着手時） 

 



(3)設計業務（基本設計）に関するモニタリング支援【令和７年度】 

民間事業者から提出される基本設計の検討内容について、要求水準書と提案書を踏

まえ、内容の確認及び助言等の支援を行う。 

①基本設計図及び各種書類等について、要求水準書及び提案書との整合性の確認を

行う。 

②課題が発見された場合は、その対応について助言等の支援を行う。 

③設計工程において、市の意見や承認が必要な時期について確認を行う。 

 

(4)設計業務（実施設計）に関するモニタリング支援【令和７～８年度】 

民間事業者から提出される実施設計の検討内容について、要求水準書と提案書を踏

まえ、内容の確認及び助言等の支援を行う。 

①実施設計図及び各種書類等について、要求水準書及び提案書との整合性の確認を

行う。 

②課題が発見された場合は、その対応について助言等の支援を行う。 

③設計工程において、市の意見や承認が必要な時期について確認を行う。 

 

(5)建設業務、解体撤去業務、工事監理業務に関するモニタリング支援 

【令和７～９年度】 

民間事業者から提出される施工・工事監理に係る計画書や報告書について、要求水

準書と提案書を踏まえ、内容の確認及び助言等の支援を行う。 

①民間事業者から提出される各種報告書の内容を確認し、業務の進捗および対応状

況を把握する。 

②課題が発見された場合は、その対応について助言等の支援を行う。 

③施工工程において、市の意見や確認が必要な時期について確認を行う。 

 

(6)施設性能確認報告書等の確認支援【令和９年度】 

①民間事業者が作成する「施設性能確認報告書」、「施設保守管理業務計画書」及

び「修繕更新計画書」について、要求水準書と提案書を踏まえ、整合性を確認

し、市が承諾を行うための確認を支援する。 

②民間事業者が作成する「施設運用マニュアル」について確認を行い、不足がない

か市に報告をする。 

③市の完成時の確認に同席し、必要に応じて助言を行う。 

 

(7)定例会議支援【令和７～９年度】 

民間事業者との設計・建設協議等に係る定例会に出席し、民間事業者と市の協議を

支援する。定例会への出席は、月１回を想定する。但し、民間事業者の検討進捗状況

に応じて、合計回数の範囲内において、月当たりの定例会開催回数を変更できるもの

とする。 

 



(8)その他の支援【令和７～９年度】 

①民間事業者が主催する住民説明会等に出席し、必要に応じて市に助言を行う。 

②民間事業者と運営事業者及び施設保守管理事業者との調整協議（定例会に合わせ

て実施を想定）に出席し、必要に応じて市に助言を行う。 

③物価変動等による施設整備事業費の改定に際し、市が行う作業の支援を行う。 

 

(9)事業遂行上の問題及び契約上の疑義発生時の対応支援【令和７～９年度】 

法令変更や不可抗力が発生した場合や要求水準の変更が発生した場合の対応の妥当

性について、市に助言を行う。また、必要に応じて事業費の増減の措置の妥当性につ

いて助言を行う。ただし、設計・建設・解体撤去・工事監理業務等に関する技術的な

課題の検討や代替案の検討は含まない。 

 

７ 協議・打合せ 

初回協議、業務完了時協議を除く中間協議は、民間事業者との定例会と合わせて実

施することを原則とするが、必要に応じて適宜実施する。 

 

８ 業務の履行及び業務管理 

(1)業務計画書等の提出 

受注者は、契約締結後、速やかに業務履行のための実施体制を整え、以下の項目に

ついて業務計画書として市に提出しなければならない。 

①業務工程表 

②業務実施体制 

③その他必要な事項 

(2)受注者の人員体制 

受注者は、本業務の円滑な遂行において必要な人員体制を整えなければならない。 

 

９ 成果品 

事業年度ごとに次の資料を作成し、提出しなければならない。 

①業務報告書（作業計画書及び打合せ議事録を含む） 1 部 

②報告書等を収めた電子データ 1 部 

③その他本業務に関連し作成した資料 1 式 

 

１０ 貸与資料 

業務の実施にあたって、次の資料を貸与する。貸与を受ける際は、借用書を作成

し、作業終了後には速やかに返却すること。また、取扱いに十分注意すること。 

 

１１ その他 

(1)本業務遂行中に知り得た情報等については他に漏らしてはならない。 



(2)受託者は本市と事前に協議することなく、成果品を貸与し、又は使用してはなら

ない。 

(3)本業務における成果品等は全て川崎市の帰属とする。 

(4)作業中に事故が発生した場合、速やかに監督員に連絡し、誠意を持って適切な措

置を講ずること。また、発生した損害に関する一切の賠償は受託者の責任において

行うこと。 

(5)本業務において法令等に基づく申請等が必要となる場合には、すべて受託者の負

担において受託者が当該申請等を行うこと。 

(6)この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書について疑義が生じた場合は、その

都度監督員と協議の上、解決を図ること。 

 


